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(そ の 1)

(ふ り が な )

1政 治 団 体 の 名 称

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

事務担当者

氏名

電話

氏名

電話

ゝ (

収 支 報 告 書

在夕 せ邪レ「″tと どRヽ tレ ′9｀ ヽ`

■ヽ
か

脇√(そ才_l〕拿ハ降ψTみな

<国会議員関係政治団体 日資金管理団体用>

令和 年 分

式笏

ケ

？
ぅ

一
´

〔 ｀

/｀

ル

記入もれ注意

チェックもれ注意

政治団体の区分

政 党 の 支 都

そ の 他 の 政 治 団 体

□
函

チェックもれ注意

活動区域の区分

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

資金管理団体の指定の有無

図

□

有

無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏名 憫ヤ舞
「
』

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職 の候補者 の氏名

公 職 の 種 類

-51228
受
付
欄 資金管理団体の指定の期間

年

年

月

月

日から

日まで

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年

年

月

月

日から

日まで

r



(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

収支の状況!

必ず記入してください。
(0の場合は0と記入)

円

ジ̀ル事 ん
′

斎基鞠

,デ物;令ォ姥 惨

¢ 字鐵豚、配
′
/々差学/

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

(1)個 人の負担す る党費又は会費

円

金 額

只 数 (党費又は会費を納入 した人の数 )

(2)寄 附

備 考

記入もれ注意 (ア )+(イ )+(ウ )

金 額

円

ア 寄附 (イ を除く。)の区分

(ア )個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

小 計  (ア )十 (イ )十 (ウ )

(寄附の うち寄附のあっせ んによるもの )

イ 政 党 匿 名 寄 附

合   計 (ア 十 イ )

〕



(そ の 3)

考備

湛 輩

額金

拶

蹴 爾

(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入

事 業 の 種 類

〆鉾臨 礁

こ の 買 の ′1ヽ 計

計
/_、
日

3



(そ イの+8)

3 文出項 目別金額の内訳

記入もれ注意

記入もれ注意

考備

ご .彦摩

ずな ″√沙

〆7ザT

う)どち

額金

十一〓

ロ△
日

の 他 の 経 費(6)  そ

周ヽ 計

査 研 究 費(4) 調

(5) 寄  附 交  付  金

挙 関 係 費(2)  '巽

機 関 紙 誌 の 発 イ・∫そ の 他 の 事 業

ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

|イ 宣 伝 事 業 費

| ウ 政治資金パーテイー開催事業費

|ェ そ の 他 の 事 業 費

(3)
費

(1) 網^ 織   活

費

費動

動活2 政   治

(3) 備  品 消 耗 品 費

費所務(4) 事

周ヽ 計

費水熱(2) 光

費

費
(1)

経

僻i

常

人

] 経

(1)文 出 の 総 括 表

B項

(注)当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出 I ついては、項目ごとにその額を備考fttli

学

併せてくその16)の添付が必要ですぉ

こ記載し、



(そ の15)

解

備考
1''支

出を受↓すた者の住所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

/鵬σ除鬱渉、統野/′_/デ

霧ユ

(お
O

メ
モ
4'II'「 紘ずFiイォ!P_

受出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称 )

絡 歩k毎仲7イ・夏燿

?タ ノエノ

年 月 日

?″ ′′>>

摩後 と たデ

項 目別区分

好 乞

/′す…Zダ
ダ〒 、ジピ望_

■やぶ廻睦_
F

や拶ぴ_か爾渤

額金

プ 房 iル 透

円

その他の支出

合    計

この買の小計

′
¢

♂

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

(注 1)国会議員関係政治団体は ¬件 1万円 の支出、

団体は 1件 5万 円以上の支出 | ついて記載する と。

(注 2)「その他の文出」 と「合計」の本関は、右上の 「項 目別区分」

の項 目ごとに、最後の頁に記載す ること。

ま



(そ の 15)

備 考

//
骨帯

)とこ 所在地の

所住の

事務所
者
るた主

Iす受
|ま

を
て

出
つあ体団(

名出を受けた者の

(団体にあつては、その名称)

Ⅲ
:″

年 月 日

―往

項 目別区分

隷疇 .彦 ″ ジ

額金

円

この買の小計

その他の支出

〈
口 計

支 出 の 目 的

,sェ

(3)政治活動費の内訳

(注 1)国会議員関係政

団体は 1件 5万
治団体は 1件 1万円

円以上の支出につい
超の支出、資金管理

て記載すること。

ど

(注 2)「その他の文出」と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」

の項目ごとに、最後の頁に記載すること。



(そ の15)

( )

備考支 出を髪けた者の住所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

赫 ぬ盗骸酢鋒臆踏塩整 _
戸 ド

~責
税を隻けた者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

軒

f

項 目別区分

年 月 日

焦雰か、ど√

(3)政治活動費の内訳

額金

円

ノ炒談疑望左

ノゴジ`簾絨拶

どど俄.硼η

支 出 の 目 的

魔
'巖
観鵡 総

i   !

この頁の小計

その他の支出

合    計

(注 1)国会議員関係政治団

団体は 1件 5万円以上

「その他の文出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」

の項 目ごとに、最後の頁に記載す ること。

は 1件 耳万円超

の支出について

の支出、資金管理

記載すること。

ク

(注 2)



(その15)

備考
支出を受 けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

h″妖鬱嫁縦艤礁郊ゾ´
ご:

,

( )
ヽ

支出を受 けた者の氏名
′

(団体にあつては、その名称)

＼羽ャ権成多綴蠣
ザ

項 目別区分

年 月 日

だウ生Z室とアヱ

額金

た 静鬱診 諺 ♂渉

円

∠ 多′グ〃_疹 分

〃

∠ 汀♂ジ が爾0

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

彬沐盆砲狩
‐

,

この頁の小計

その他の支出

合   計

‐

(注 1)国会議員関係政治団体は 1件 1万 円超の支出、資金管理
団体は 1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の項目ごとに、最後の頁に記載すること。

,



(そ の17)

1_資滋等の総揺表

資 産 等 の 状 況

資諄等の有無

備   考毎

國

圃

回

圃
!

図

図

図
1

図

□

有資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア  す 地

イ 建 物

ウ 建物の所有を目的とする地■権又は土地の賃借権

江 取得の価額が 100万 円を超 える動産

オ 預金 (普通預金及び当庄韻金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除くの )

力 金 銭 信 託

キ 有  価  証  券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

コ 支払わなフた金額が100乃 円を超える敷金

サ 取得の価額が100万 円を超える施設の利用に F■月する権利

ン
′

借入先ごとの残高が100万 円を超える借入金

(注 1)

(注 2)

項 目ごとの資産の有無について、 「□J内 に 「レJを記入すること。

有に記入 した場合、項 目別に様式 (そ の18)に 内訳を記載することの

P



(王:の 21‐l)

宣誓書

代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとお り)

1 領収書等の写 t_

2-辞轄 塀違票瑛時欅い卵鶴製藩酔蝶鄭賂下■

鳥 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る∩ )

この報告書は、政治姿金頬,■ 1法 に従つて作成|し た()のであって、真 業に相違あり業せ Aノ⇔

2

令和 介 毎
(こ二)月  2♂  口

政治団体の名称 <% 参

会計黄イイi者 の氏名 歩 虫 (印 )

(代表者の氏名 (F日 ))

記入もれ注意

(備 弓)

子 会計責任者本人が提出する場合にあって,ま 本人確認書類の提示又は躍出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を

i正する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うことのただモノ、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでなしヽぃ

2政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名のほか、此表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあっては本人確認書類の提示叉臓提出を、こ瀬ノらの者TⅢ 代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただ lノ ゝ代表著及び会訂責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない⇔

′θ


